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問　

国
民
皆
保
険
制
度
の
主

流
を
な
す
国
民
健
康
保
険
は
、

値
上
げ
に
よ
り
払
え
な
い
世

帯
が
増
え
全
国
で
滞
納
が
２

割
に
達
す
る
。
滞
納
が
続
け

ば
短
期
保
険
証
や
資
格
証
に

変
更
さ
れ
る
が
現
状
は
。

　

ま
た
、
保
険
証
の
市
民
課

で
の
留
め
置
き
の
実
態
は
ど

う
か
。

市
民
課
長　

有
効
期
間
が
１

月
、
３
月
、
６
月
の
短
期
保

険
証
が
合
計
５
０
５
世
帯
、

資
格
証
88
世
帯
。
保
険
証
の

未
受
領
２
１
５
世
帯
で
あ
る
。

問　

地
方
消
費
税
交
付
金
の

年
度
ご
と
の
影
響
は
。

企
画
財
政
課
長　

平
成
26
年

度
８
０
０
０
万
円
増
、
27
年

度
は
３
億
円
の
増
、
28
年
度

は
消
費
税
10
％
で
あ
っ
た
な

ら
、
さ
ら
２
億
２
０
０
０
万

円
増
額
。
こ
の
分
が
不
足
額

だ
が
、
普
通
交
付
税
と
し
て

の
収
入
を
見
込
む
。
た
だ
し

国
の
地
方
財
政
計
画
で
調
整

が
あ
り
、
推
計
で
あ
る
。

問　

臨
時
福
祉
給
付
金
や
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

等
の
負
担
軽
減
策
へ
の
影
響

は
。

市
長　

26
年
度
の
臨
時
的
、

暫
定
的
措
置
で
、
今
後
は
国

の
政
策
を
待
つ
し
か
な
い
。

子
育
て
中
の

貧
困
世
帯
に
は
更
に

対
策
が
必
要
で
は

問
　
国
民
の
平
均
的
所
得
の

半
分
に
満
た
な
い
所
得
の
人

送
し
て
い
る
。

問　

保
険
証
は
子
ど
も
の
手

に
渡
っ
て
い
る
の
か
。

市
民
課
長　

未
受
領
の
保
険

証
が
10
世
帯
、
18
人
分
あ
る
。

問　

子
ど
も
に
保
険
証
が
届

か
な
い
の
は
問
題
だ
と
思
う

が
、
そ
の
中
身
は
把
握
し
て

い
る
の
か
。

市
民
生
活
部
長　

郵
送
し
て

も
保
険
証
が
届
か
な
い
こ
と

は
問
題
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
て

い
る
の
か
、
接
触
を
図
り
受

領
に
向
け
て
努
力
す
る
。

市
長　

留
め
置
き
は
、
短
期

保
険
証
の
窓
口
交
付
を
予
定

し
て
い
る
世
帯
で
、
来
庁
さ

れ
な
い
た
め
に
未
交
付
と
な

っ
て
い
る
。

　
歳
未
満
の
子
ど
も

に
保
険
証
は
渡
っ
て

い
る
の
か

問　

滞
納
世
帯
で
も
18
歳
未

満
の
子
ど
も
へ
は
保
険
証
を

渡
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
。

市
民
課
長　

子
ど
も
へ
は
有

効
期
間
６
月
の
保
険
証
を
郵

の
割
合
が
16
・
１
％
に
達
し

た
。
特
に
母
子
家
庭
等
子
育

て
中
の
世
帯
で
は
半
数
強
が

貧
困
世
帯
で
、
可
処
分
所
得

も
平
均
１
２
２
万
円
と
生
活

す
る
の
が
精
一
杯
の
状
況
だ
。

市
独
自
対
策
は
。

総
務
部
長　

あ
く
ま
で
国
の

制
度
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を

市
単
独
で
行
う
考
え
は
な
い
。

市
民
生
活
部
長　

消
費
税
増

税
と
は
別
に
、
市
に
個
別
の

必
要
が
あ
る
も
の
は
対
応
し

て
い
る
。

問　

貧
困
世
帯
で
暮
ら
す
子

ど
も
の
増
加
を
ど
う
考
え
る

か
。

市
長　

実
態
を
見
て
今
の
就

学
援
助
に
加
え
、
必
要
性
が

あ
る
と
き
は
対
策
を
考
え
る
。

窓口での国保証
留め置きの実態は

答 短期保険証の窓口交付に来庁され
　 ないため未交付

貝田 義博 議員

消
費
税
増
税
延
期
に
よ
る

財
政
、
施
策
へ
の
影
響
は

答 

社
会
保
障
充
実
に
必

　 

要
な
財
源
を
国
に
強

　 

く
要
請
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